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重 要 事 項 説 明 書 

 
 

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。    

 

この「重要事項説明書」は、「滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事

業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」（平成 25 年滋賀県条例第 20
号）の規定に基づき説明するものです。 

 

 

お客様名 

  様 

事業者 

株 式 会 社 は え み 

訪 問 介 護 は え み 



総 合 事 業 訪 問 介 護 重 要 事 項 説 明 書 

 
１、事業者の概要 
 法人名     株式会社 はえみ 
 代表者名    代表取締役 嶋本 隆道 
所在地     滋賀県彦根市田附町１２２７番地 

 設立年月日   平成２３年 ５月 １日 
２、サービスを提供する事業所 
 事業所名      訪問介護はえみ    
事業者番号     滋賀県指定 2570200861 
所在地       滋賀県彦根市田附町１２２７番地 

 電話番号      ０７４９－２０－４８７６ 
 管理者       嶋本 隆道 
 サービス提供責任者 村田 和弘 
           新庄 佳美 
                      田中 寿子 
⑴ 事業の目的 

  利用者の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な総合事業訪問介護

の提供を確保することを目的とする。 
 ⑵運営の方針 

  利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する

能力に応じ自立した日常生活又を営むことができるように配慮して、身体介護その

他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 
⑵ 提供できるサービスの種類と地域 

  提供できるサービスの種類   総合事業訪問介護 
  サービス提供地域    彦根市、愛荘町 
 ⑷事務所窓口の営業日および営業時間 
  営業日   月曜日から金曜日まで 
  営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 
  休業日   土・日曜日、祝祭日および１２⁄２９から１⁄３まで 
 ⑸サービス提供の営業日および営業時間 
  サービス提供日  月曜日から金曜日まで１２⁄２９から１⁄３までを除く 
           但し、利用者の希望による営業日以外の対応も可能。 
           （２４時間連絡可能な体制をとります） 
  サービス提供時間 午前 8 時から午後 10 時までとする。 
⑹事業所の職員体制 

  管理者        事業所の管理および介護保険事務に関する諸業務 １名 
  サービス提供責任者  利用申し込みに係る調整、スタッフ管理   3 名以上 
  サービス従事者    訪問介護計画に基づき、介護提供に当る   2.5 名以上 
⑺サービス第三者評価の実施の有無    無し 

３、サービスの内容 



 「総合事業訪問介護」は、ご利用者様の居宅（自宅）において政令で定める者により

行われる日常生活上での世話を行うサービスです。 
⑴ 総合事業訪問介護計画の作成 
利用者に係る総合事業訪問介護事業者が作成した総合事業訪問介護サービス計画

（ケアプラン）に基づき利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助

の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた総合事業訪問介護計画を作成します。 
⑵サービス内容区分 
①身体介護 
食事介助、水分補給、服薬介助、排泄介助、入浴介助、清拭、更衣介助、身体整

容、洗面介助、口腔ケア、起床・就寝介助、体位交換、見守り、移乗・移動介助、

外出介助（買い物、通院等）、その他  
②生活援助  
 調理、配膳、買い物、掃除、洗濯、ベットメイク、衣類の整理・補修、その他 
③総合事業訪問介護支援のための見守り的援助 

＊利用者と一緒に手助けしながら行う調理（安全確認の声かけ、疲労の確認

を含みます。）を行います。 

＊入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、

気分の確認などを含みます。）を行います。 

＊ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中心で必要

な時だけ介助）を行います。 

＊移動時、転倒しないように側について歩きます。（介護は必要時だけで、事故

がないように常に見守る） 

＊車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助

します。 

＊洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、

転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 

⑶サービスの提供記録 
①サービスの提供に当たっては、別添の「総合事業訪問介護計画」に沿って計画的

に提供します。 
②サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「総合事業訪問介護記録書」の書

面に必要事項を記入して、ご利用者様の確認を受けます。 
  ※一定期間ごとに「総合事業訪問介護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状

況、目標達成などの状況等に関する「訪問介護記録書」等の記録を作成して、ご

利用者様に説明のうえ交付するとともに、居宅介護支援事業所に提出します。 
４、利用料金（利用者負担金） 
  介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の 1 割もしく

は 2 割または 3 割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービスは全額自

己負担となります。 
⑴ 利用料金表（昼間・基本料金） 単位 （１０割） （１割） （２割） （３割） 

週１回程度の利用が必要な場合 1176  12,253円 1,226円 2,451円 3,676円 

週２回程度の利用が必要な場合 2349  24,476円 2,448円 4,896円 7,343円 



週３回程度の利用が必要な場合 3727  38,835円 3,884円 7,767円 11,651円 

初回訪問介護加算       200   2,084円  209円  417円  626円 

介護職員処遇改善加算  
厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているも

のと して都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問

介護を行った場合に、以下加算があります。  

加算名 加算額 自己負担額  

介護職員処遇改善

加算Ⅰ 
上記により算定した額の 
24.5％に当たる額 

左記金額の１割若しくは２割、

３割 

訪問介護はえみのサービスは、令和 6 年 6 月 1 日以下の加算が適用されます。  
・初回加算 ・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
 ＊尚、これらの加算にはついては、加算額の１割若しくは２割または３割が利用者

負担となります 

※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者

様の居宅サービス計画に定められた目安の時間を基準とします。 

⑵交通費 
通常サービスを提供する地域にお住まいの方（２．⑶参照）は無料です。それ以外

の地域の方は、訪問介護員がお訪ねする為の交通費が実費必要です。 
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。  

  ・通常の事業実施地域を越えた地点から片道５キロメートル未満   ５００円 
  ・通常の事業実施地域を越えた地点から片道５キロメートル以上  １,０００円 
⑶料金の変更 

  介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご利用者

様の負担額を変更いたします。 
⑷利用者負担 
 要支援認定区分が自立と判定された方や、何らかの理由にて介護保険の認定・給付

を受けていない場合は、一旦サービス利用料金の全額をお支払いいただきます（全

額自己負担）。 要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い

戻されます（償還払い）。 
  また、居宅介護サービス計画が作成されていない場合や、介護保険適用の場合でも

介護保険料の滞納などにより、保険給付金が弊社に支払われない場合があります。

その場合は介護保険適用外の料金を頂戴いたします。 
  後日、ご利用者様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サー

ビス提供証明書」を発行しますので、市町村の窓口で払い戻しの手続きを行ってく

ださい。 
 ⑸利用料金の支払い方法 
  ご利用月の 1 日から末日までのご利用者様負担金等の料金の合計額を、翌月 10 日頃

に請求いたしますので月末までに現金及び口座振替にてお支払いください。 
５、サービスの利用方法 
 ⑴サービスの利用開始  
  訪問介護サービス契約を結び、訪問介護計画作成と同時にサービスの提供を開始い



たします。  （居宅サービス計画の作成依頼をしている場合は事前に介護支援専

門員とご相談ください） 
⑵サービスの終了 
① ご利用者様の都合 
・サービスの終了を希望する日の 1 週間前までに文書でお申し出ください。 
・ご利用者様から契約更新しない旨の申し出でがあり、契約期間が満了した場合 

②弊社の都合 
 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了 1 ヶ月前までに文書でお知らせいたします。 
② 自動終了 
・ ご利用者様が介護保険施設に入所した場合。 
・ ご利用者様の要介護状態区分が要介護となった場合。 
・ 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護・要支援の認定区

分が、非該当（自立）と認定された場合。 
・ ご利用者様が死去された場合。 
・ チェックリスト該当者の総合事業サービス・支援計画に基づく期間が満了し

た場合 
・ ご利用者様が特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、又は認知

症対応型共同生活介護を受けることとなった場合。 
以上の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。 

④その他 
・ ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合。 
・ 弊社が正当な理由なくサービスを提供しない場合や守秘義務に反した場合ま

たは破産した場合。 
以上の場合、ご利用者様は文書で解約を通知することによりサービスを終了する

ことができます。 
・ ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを 2 ヶ月以上延滞し、利用料金の

支払いを督促したにも関わらず 7 日以内に支払わない場合。 
・ ご利用者様やご家族様などが、弊社や弊社のサービス従業員に対して本契約

を継続しがたいほどの背信行為を行った場合。 
以上の場合、弊社は文書で解約を通知することにより即座にサービスを終了する

ことができます。 
６、キャンセル 
  ご利用者様の都合でサービスを中止する場合には、出来るだけ利用日の前日までに

ご連絡ください。 
利用日の前日の営業時間内までに連絡をいただいた場合は 無料です。 

当日急なキャンセルの場合は、下記のキャンセル料を申し受けることになります。 
   利用日の当日 3 時間前までに連絡をいただいた場合は   500 円 

利用日の当日連絡の無い場合または訪問時ご不在の場合は 1000 円   
   を申し受けます。 
  （但し、ご利用者様の容態の急変など、緊急やむ得ない事情がある場合は不要です） 



連絡先 サービス提供責任者 村田 和弘  ☎ ０７４９－２０－４８７６ 
７、緊急時および事故発生時の対応 

サービスの提供中に容態の変化や事故その他緊急の事態が発生した場合は、速やか

にご家族様及び主治医、救急隊、居宅介護支援事業者に連絡し、必要な処置を講ず

ると共に管理者等に連絡をいたします。（事前の打合せ） 

主治医 

 

主治医氏名  

連絡先  

ご家族等 指名              続柄（  ） 

連絡先  

指名              続柄（  ） 

連絡先  

８、苦情・相談の受付 
 ⑴当事業所に対する苦情・相談 

＊ 苦情受付窓口 管理者 嶋本 隆道 
＊ 受付時間   月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０ 
＊ 電話番号   ０７４９－２０－４８７６ 

⑵苦情・相談の対応 
  ・苦情・相談があった場合、ご利用者様の状況を詳細に把握するよう状況の聞き取

り等を実施し、事情の確認を行います。 
・苦情・相談受付担当者は、把握した状況を管理者と共に検討を行い対応いたしま

す。 
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への調整を行うと共に、ご利用者様へは

必ず対応方法を含めた結果をご報告いたします。 
・当事業所において処理し得ない内容については、行政機関の苦情・相談窓口等関

係機関との協力により、適切な対応方法をご利用者様の立場に立って検討し対処

いたします。 
⑶ 行政機関その他苦情受付機関 

彦根市高齢福祉推進課       ０７４９－２４－０８２８ 
滋賀県国民健康保険団体連合会   ０７７－５２２－００６５ 

   （介護保険課） 
   湖東健康福祉事務所        ０７４９－２２－１７７０ 

滋賀県庁医療福祉推進課      ０７７－５２８－３５２３ 
滋賀県社会福祉協議会       ０７７－５６７－３９２０ 
滋賀県運営適正化委員会      ０７７－５６７－４１０７ 
（あんしん・なっとく委員会） 

９、虐待の防止について 

緊急時の連絡先及び対応可能時間 

訪問介護はえみ 所在地 滋賀県彦根市田附町 1227 番地 

 ＴＥＬ 0749-20-4876 

 受付時間 8:30～17:30 （左記以外は転送電話にて対応） 



事業者は、事業者の責務として、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、

次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
⑴虐待防止に関する責任者を選定しています。虐待防止責任者（管理者）村田 和弘 
⑵成年後見制度の利用を支援します。 
⑶苦情解決体制を整備しています。 
⑷従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 
⑸介護相談員を受入れます。 
⑹サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 
10、非常災害時の対策 

非常災害等の発生の際にその事業が継続できるよう、当該他の社会福祉施設との連 
携および協力を行う体制を構築するよう努めます。 

11、秘密の保持と個人情報の保護について 
⑴利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの

ためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をす

る上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま

せん。 
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継

続します。 
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 
⑵個人情報の保護について 
①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報について

も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人

情報を用いません。 
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも

のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示するこ

ととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な

く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開
示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

12、その他 
 ⑴賠償責任 

事業者はサービスの提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由により、ご利用者様



の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、ご利用者様にその損害を賠償いたし

ます。 
⑵トラブルの回避 

  ＊訪問介護員は、金銭の取り扱いは致しかねますのでご了承ください。  生活援

助として行う買い物等に伴う小額の金銭の取り扱いは可能です。 
＊訪問介護員は、介護派遣制度上ご利用者様（要支援者）の介護や家事準備等を行

うこととされています。 ご家族の方の食事の準備等それ以外の業務については、

介護保険サービスの対象外となりますのでご了承ください。 
  ＊ご利用者様が、訪問介護員の交代を希望される場合には、出来る限り対応いたし

ますので、サービス提供責任者までご連絡ください。 
＊訪問介護員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

    
本書面により重要な事項を説明いたしました。 
 事 業 者 
  住     所   彦根市田府町１２２７番地 

法  人  名   株式会社 はえみ 
  代表取締役     嶋本 隆道 

説  明  日       年  月  日 
説  明  者    

 
 
私は本書面により、サービスの重要な事項について説明を受けました。 

 
  年  月  日 

  お客様 住 所 
      氏 名               ㊞ 

 
   代理人 住 所 
      氏 名               ㊞ 


